
松阪駅西地区整備事業者募集等支援業務委託  

  

特 記 仕 様 書  

  

第１章  総   則  

  

（適用範囲）  

第１条 本特記仕様書は、松阪市が行う松阪駅西地区整備事業者募集等支援業務委託（以下、

「本業務」   という。）について適用するものとする。  

  

（定義）  

第２条  本特記仕様書において「甲」とは松阪市をいい、「乙」とは請負者をいう。  

  

（目的）  

第３条  平成 29年 5月に作成した「豪商のまち松阪」中心市街地土地利用計画に位置付け

た松阪駅西地区複合施設について、平成 31 年 3 月に作成した「松阪駅西複合施設

基本構想（以下、基本構想という。）」に基づき、市が計画する「（仮称）松阪駅西地区

整備事業（以下「本事業」という。）」について、過年度に実施した「松阪駅西地区複合

施設事業者動向調査業務委託（以下「過年度業務」という。）」を通じて確認した民間

事業者の参画意向を踏まえ、本事業を実施する民間事業者の募集・選定・契約締結

の手続きに係る業務及びその関連業務の支援を行うことを目的とする。 

 

 

（業務期間）  

第４条  本業務の業務期間は、契約締結日から 令和９年３月１２日までの期間とする。 

 

  

  

（準拠する法令等）  

第５条  本業務は、本仕様書によるほか、次の関係法令等に基づき実施するものとする。  

（1） 都市計画法  

（2） 都市計画法施行令・施行規則・施行細則  

（3） 都市再生特別措置法  

（4） 都市再生特別措置法施行令・施行規則  

（5） 建築基準法 

（6） 建築基準法施行規則 

（7） 松阪市諸規則  



（8） その他関連法令等  

  

（対象区域）  

第６条  本業務の対象区域は、別紙で示す松阪駅西地区（※立地適正化計画の都市機能誘導

区域）とする。  

  

（疑義）  

第７条  本業務の実施にあたり、本特記仕様書に定めるもののほか、疑義が生じた場合は、甲

と乙とがその都度協議の上、甲の指示に従い、業務を遂行するものとする。  

  

（貸与資料）  

第８条  本業務の実施にあたり、業務上必要と認められる資料については、甲が乙に貸与する

ものとする。貸与された資料は、乙の責任において管理し、取り扱いには十分注意する

ものとし、業務完了後速やかに乙は甲に返却するものとする。  

  

（機密の保持）  

第９条  乙は、業務の遂行上知り得た機密を第三者に漏らすことなく、正確かつ確実に作業を

行うものとする。守秘義務は、本業務終了後も継続するものとする。  

  

（技術者）  

第１０条  乙は、下記に示す資格と実務経験を有する技術者を選定、配置するものとする。  

１ 管理技術者は、次に定める資格を有する者とする。  

・技術士【（建設部門：都市及び地方計画）又は（総合技術監理部門：建設－都市及

び地方計画）】及び一級建築士  

２ 担当技術者及び照査技術者は、次に定める資格を有する者とする。  

・技術士【（建設部門：都市及び地方計画、）又は（総合技術監理部門：建設－都市及

び地方計画） 】 

３ 管理技術者、担当技術者及び照査技術者は各々兼任できないものとする。  

４ 配置予定技術者の管理技術者は、「官民連携事業の民間事業者募集、選定、契約等

支援（アドバイザリー）」業務において管理技術者として従事した実績を有すること。  

また、担当技術者は、「官民連携事業の民間事業者募集、選定、契約等支援（アドバ

イザリー）」業務において管理技術者又は担当技術者として従事した実績を有する

こと。  

  ※いずれの業務も官公庁発注のものとする。  

５ 本業務に従事する管理技術者は、甲の指示する打合せ・協議、委員会等について、

必ず同席するものとする。  

 

 

  



（業務等の譲渡）  

第１１条  乙は、この契約によって生ずる権利または業務等を、第三者に譲渡または継承させて

はならない。  

  

（損害賠償）  

第１２条  業務の遂行にあたり、乙が第三者に損害を与えた場合には、乙の責任で解決するも

のとし、これに係る費用は全て乙が負担するものとする。  

  

第２章   業 務 内 容  

  

（作業準備及び提出書類）  

第１３条  乙は本業務の実施にあたり、作業実施方針や作業体制、実施工程等を検討するとと

もに、次に掲げる書類を作成し、甲の承認を受けなければならない。  

（１）着手届  

（２）工程表  

（３）業務代理人等選任通知書（経歴書を添付すること。）  

（４）業務計画書  

（５）その他必要な書類  

  

（業務内容）  

第１４条  本業務の内容は、下記の業務内容を基本案とし、松阪駅西地区複合施設事業者募

集支援業務プロポーザルにて乙が提案した内容を踏まえ、甲と協議しながら進める

こととする。  

１．事業者募集要項等の作成 

  （１）予定価格の算定支援 

    事業用定期借地設定契約及び定期建物賃貸借契約の金額設定に必要な資料を整

理し、算定を支援する。（不動産鑑定については別途） 

  （２）募集要項等の作成 

    応募手続の詳細を定めた募集要項を作成する。 

  （３）要求水準書の作成 

    民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を最大限に発揮できるような要求水準書を作

成する。 

  （４）様式集の作成 

    民間事業者に提出を求める応募書類の各様式を作成する。 

  （５）事業者選定基準の作成 

     事業者選定基準を作成する。 

  （６）契約関係書類の作成 

     本事業の実施に必要な契約項目の整理・検討を行い、基本協定書、事業用定期

借地権設定契約書及び定期建物賃貸借契約書を作成する。 



  （７）質問回答書の作成支援 

     募集段階において事業者から寄せられた質問・意見に対する回答案の作成等の 

   支援を行う。 

  （８）募集要項等の修正・公表 

     質問回答の内容を踏まえ、募集要項等を修正する。 

              

 

２．事業者選定への支援 

（１） 提案書のまとめ及び審査資料の作成 

事業者選定委員会において行われる提案書の審査に先立ち、各提案者（公募参

加者）の提案書を整理するとともに、事業者選定基準に基づいて提案書の審査資

料として取りまとめる。 

（２） 選定委員会の運営支援 

事業者選定委員会の運営に関する支援（資料作成等）を行う。 

なお、委員会は３回開催する予定である。 

（３）審査講評（案）等の作成 

事業者選定委員会において行われた提案書の審査の経過および結果を取りまと

め、公表される審査講評（案）を作成し、審査結果として公表する。 

 

３．事業者契約締結に係る支援 

（１） 基本協定書の締結支援 

市と優先交渉権者として選定された事業者との契約内容の確認を行うための支

援を行うとともに、基本協定書の締結支援を行う。契約確認にあたっては、適宜弁

護士との協議を行う。 

 

４. 打合せ協議 

打合せ協議は５回程度とし、本業務着手時には管理技術者が立ち会うものとす

る。 

 

第３章   成 果 品  

  

（成果品）  

第１５条  本業務における成果品は、以下のとおりとする。  

   ①業務報告書                   1 部 

   ②公表資料集                    1 部 

   ③原稿デジタルデータ               CD-R 一式 

   ④業務完了までの会議録および関係資料  １式 

 



 

（保管）  

第１６条  成果品のうちで甲より保管を依頼されたものについては、乙が適正な保管、管理を行

うものとする。  

  

（資料、成果品の管理及び帰属）  

第１７条  本業務の履行により知り得た資料、成果品の管理及び帰属は、すべて甲の所有とす

る。また、乙が成果品を第三者に公表することは甲の指示がない限り一切これを認め

ないこととする。  

   

（納入場所）  

第１８条  成果品の納入場所は、松阪市建設部都市計画課とする。  

   

（成果品の審査）  

第１９条  乙は本業務完了時に松阪市検査職員に成果品審査を受けなければならない。  

成果品審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。  

また、本業務完了後においても納品後の成果品に瑕疵が発見された場合は、乙の責

任により必要な修正を行うものとする。  

  

 

第４章   その他  

  

（その他）  

第２０条 本仕様書に記載のない事項であっても、本業務に関する事であって、本特記仕様書

第３条における目的達成の為において、甲が必要と認めた事項については、法務、建

設技術及び事業方式全般に関する専門的な助言、支援、提案を行うものとする。  


